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大阪地裁平成一二年（行ウ）第一五号、一三・五・九判決

判 決

原 告 大阪教育合同労働組合

被 告 大阪府地方労働委員会

被告補助参加人 大阪府

(主文)

一 原告の請求を棄却する。

二 訴訟費用は原告の負担とする。

(事実及び理由)

第一 請求

被告が、大阪地労委平成四年(不)第二六号、同五年(不)第一三号及び同七年(不)第

六九号併合事件について、平成一一年一二月二四日付けでなした命令のうち、主文第 1
項の却下部分及び第 2項を取り消す。

第二 事案の概要

本件は、原告が被告補助参加人(以下「補助参加人」という。)らを被申立人として

被告に対して求めた三件の不当労働行為救済申立事件について、被告が団体交渉(以

下「団交」という。)拒否等に係る申立てに関して原告の救済申立人適格を否定して

なした却下決定及び非常勤講師に対する臨時的教務事務報酬の廃止は原告に属する非

常勤講師に対する不利益取扱いの不当労働行為には該当しないと判断してなした棄却

決定の取消しを求める行政訴訟である。

一 争いのない事実等

1 原告は、平成元年一一月二三日、教育関係労働者によって結成され、その構成

員は公立、私立を問わず教員、非常勤講師、警備員、市費職員、予備校教師等で

ある。原告は、その構成員のうち、公立学校の教員、事務職員等には地方公務員

法(以下「地公法」という。)が、地公法三条三項三号に該当する特別職の公務員

である公立学校の非常勤講師や非常勤特別嘱託員の外、私立学校に勤務する職員

等には労働組合法(以下「労組法」という。)が、公立学校の用務員など単純な労

務に雇用される一般職に属する地方公務員等(以下「単労職員」という。)には地

方公営企業労働関係法(以下「地公労法」という。)の規定によって労組法が、そ

れぞれ適用されるという適用法律の異なる労働者で構成された、いわゆる混合組

合(以下単に「混合組合」という。)であって、平成七年当時、組合員数二七一名

のうち地公法の適用を受ける職員(以下「非現業職員」という。)は二〇五名を占

めており、平成一〇年八月当時には、その組合員数約二八〇名のうち非現業職員

が二一〇名を占めていた(弁論の全趣旨)。原告結成以降、労組法適用の組合員が

地公法適用組合員を上回ったことはない(証人 X１)。

なお、原告結成と同時に、その構成員中の非現業職員のみによって構成される

「大阪教育合同労働組合」という混合組合たる原告と同一名称の職員団体が結成

され、同年一二月七日に、大阪府人事委員会に登録された(以下「教育合同(職)」

という。)。

2 補助参加人における非常勤講師は、府立学校及び府内市町村立の小・中学校等
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において、教諭の教科時間数の調整等を行うことを目的として、期間一年を限度

として、特定の曜日、時間を定めて任用される講師で、特別職の地方公務員であ

り、労組法が適用される。なお、常勤講師は非現業職員である。

地方自治法二〇三条により、普通地方公共団体は、非常勤講師等の非常勤職員

(その他、定年又は定年勧奨により府を退職した者のうち、その能力・経験を活

用するために引き続き非常勤職員として雇用された者である非常勤特別嘱託員及

び教材の印刷などの教務の補助を行う非常勤教務補助員がおり、いずれも労組法

が適用される特別職の地方公務員である。)に対しては、報酬及び費用弁償の支

給を行うこと、その支給方法を条例で定めることとされており、補助参加人は、

非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例を定めている。さらに、同法二〇四

条の二には、普通地方公共団体は、いかなる給与その他の給付も、法律又はこれ

に基づく条例に基づかずには、これを同法二〇三条一項所定の職員に支給するこ

とはできない旨の規定がある。

3 補助参加人は、非常勤講師等に対して一時金を支給したことはなかったものの、

昭和四八年一二月以降、毎年六月に六、〇〇〇円、一二月には一万二、〇〇〇円

の臨時的教務事務報酬を、非常勤特別嘱託員に対しては、昭和五三年度以降、時

間外勤務に対する報酬として、毎年六月に三万円、一二月に五万円を支給してき

た(以下、非常勤講師及び非常勤特別嘱託員を「非常勤講師等」という。)。臨時

的教務事務又は時間外労働を命じる職員の基準及び時間の上限は、補助参加人か

ら各府立学校長と各教育事務所長に通知していたが、実際に非常勤講師等が時間

外労働等を指示されたことは殆どなかった。原告は、平成二年度の交渉以降、一

貫して非常勤講師にも常勤講師らと同様、一時金を支給することを要求してきた

が、右臨時的教務事務報酬は、平成七年度に廃止された。

4(一) 平成四年(不)第二六号事件申立て

平成四年六月二日、原告は、大阪府知事及び大阪府教育委員会教育長(以

下「府知事及び教育長」という。)宛てに夏季一時金に関する要求書を二通

提出した。一通は登録職員団体である大阪学校事務労働組合(以下「阪学労」

という。)と連名で非現業職員の、他の一通は原告単独で常勤講師及び非常

勤講師等の夏季一時金に係る要求であった。同月二〇日にもたれた交渉で、

大阪府教育委員会(以下「府教委」という。)は非常勤職員に一時金を支給す

ることはできないと説明した。原告は再交渉を要求したが、府教委は、現時

点での回答が最終回答であるとして、再交渉を拒否した。

同月二三日、原告は阪学労と連名で府教委に対し非常勤講師等の夏季一時

金に係る当局の最終回答は、昨年末一時金交渉で誠意を持って対応するとの

約束を反故にするものであると批判する抗議文を提出し、同月二九日には、

原告は非常勤講師等の夏季一時金に関する交渉において府教委が不誠実な団

体交渉を行い、また交渉の継続を拒否したことは、労組法七条二号に違反す

る不当労働行為であるとして被告に対して不当労働行為救済申立てを行っ

た。

なお、右申立前に原告が府教委に対し、労組法上の団体交渉の申入れであ
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ることを明確にしたことはなく、交渉の性格が話題になることもなかった。

(二) 平成五年(不)第一三号事件申立て

平成四年一一月二〇日、同月二七日、同年一二月八日の三回にわたって、

教員の年末一時金に関する要求や非常勤講師等に対する一時金制度導入要求

などを議題とする交渉が開催された。府教委からは給与係長、管理係長等が

出席した。府教委は、第二回交渉で非常勤特別嘱託員の報酬引上げについて

金額の回答をしたが、他の職員については回答しなかった。第三回交渉に先

立つ同年一一月末ころ、府教委は、臨時的教務事務報酬等に関して、各学校

に当該臨時的事務に従事させるべき対象者や従事する時間数、報酬額等を指

示した書類を送付したため、原告が第三回交渉で、交渉途中でかかる指示を

行うことは問題である旨抗議したところ、府教委は、「原告以外の職員団体

とはこの問題について妥結しているという事情があり、原告がその構成員で

ある非常勤講師等の氏名を明らかにしないため、非常勤職員等全員を対象に

通知せざるを得なかった。」旨回答した。

平成五年二月一八日、府教委は原告に対し、平成六年度の当初予算案を説

明し、新年度の非常勤講師の報酬額を明らかにした。

同年三月三〇日、原告は、右三回の交渉において、府教委が権限を持った

者を出席させなかったこと及び団体交渉で有額回答を行わず、団体交渉によ

る合意を経ずに、賃上げ額の決定、臨時的教務事務報酬等の支給命令を行っ

たことが労組法七条一号、二号、三号に該当する不当労働行為であるとして、

被告に対して救済申立てを行った。

(三) 平成七年(不)第六九号事件申立て

平成七年九月二一日、原告は、府知事及び教育長宛てに、同月二九日午後

四時に、「非常勤講師等の夏季一時金(臨時的教務事務報酬等)の支給及び報

酬単価の引上げについて」を団体交渉事項とする団体交渉申入書を提出した。

同月二八日、府教委は、管理係長名の文書で、原告は地公法上の職員団体

であるので、地公法上の交渉に付随する事実上の交渉であることを指摘した

上で、原告指摘の日時の交渉期日を指定する旨の回答をした。

同日、原告は、府知事及び教育長宛てに、原告が申し入れたのは、労組法

上の団体交渉であるから、原告が求める労組法に基づく団体交渉への応諾を

求めるとの団体交渉再申入書を提出したが、同月二九日午前一〇時ころ、管

理係長は原告に対し、同月二八日付けの通知の通りである旨回答した。

同月二九日午後四時、府教委の交渉担当者らは指定した会場で待機してい

たが、原告の交渉担当者は出席しなかった。

同月三〇日、原告は、府教委が労組法に基づく団体交渉に応じなかったの

は、労組法七条二号に該当する団体交渉拒否であり、また、府教委が非常勤

講師等への臨時的教務報酬等を不支給としたのは、(一)及び(二)の申立てを

嫌悪した報復的不利益取扱いであるとして、被告に対して救済申立てを行っ

た。

(四) 原告が被告に対して求めた救済内容は、(1)平成四年度夏季一時金にかか
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る誠実団体交渉応諾(平成四年(不)第二六号事件)、(2)平成四年度年末一時

金及び同五年度賃上げに係る誠実団体交渉応諾、(3)団体交渉による合意を

経ずに賃上げ額を決定し、臨時的教務事務報酬などの支給命令を行い、契約

外労働を命じることの禁止、(4)(2)及び(3)に係る陳謝文の掲示(以上平成五

年(不)第一三号事件)、(5)平成七年九月二一日団体交渉申入書に係る団交応

諾、(6)非常勤講師等への平成七年夏の臨時的教務事務報酬等の支給(以上平

成七年(不)第六九号事件)である。

5 被告は、平成一一年一二月二四日付けの命令(以下「本件命令」という。)にお

いて、原告が教育合同(職)と同一であるか否かにかかわらず、原告が実態として

混合組合であるとした上で、混合組合である原告の不当労働行為救済申立人適格

については、労組法適用構成員個人に対する労組法七条一号及び四号の不利益取

扱いに関する救済に限っては、その加入している団体にも申立人適格を認めるが、

それ以外の場合には、申立人適格は認められないとし、4(四)のうち(1)ないし(5)
については、申立人適格が認められないとして却下し、同(四)(6)については、

申立人適格は認められるが、原告所属の非常勤講師等への不利益取扱いとはいえ

ないとして棄却した。その棄却の理由は、臨時的教務事務報酬等の廃止は、原告

の構成員のみを対象としたものではないこと、非常勤講師等に対しては、臨時的

教務事務報酬等が廃止されても報酬額の単価が引き上げられており、一部の者を

除いては報酬額が増加していること、この一部の者について原告の組合員である

との申し出がないこと、平成七年三月から同年六月の被告における和解交渉時に

府教委が賃金単価引上げ及び臨時的教務事務報酬等の廃止等を内容とする和解案

を提案した際には原告はこの提案に反対しなかったことの各事実から臨時的教務

事務報酬等の廃止は原告所属の非常勤講師等への不利益取扱いとはいえないとし

たものである。原告は、平成一一年一二月二四日ころ、本件命令書を受領した。

二 争点

1 混合組合である原告の不当労働行為救済申立人適格の有無

2 補助参加人による非常勤講師等に対する臨時的教務事務報酬の廃止が、原告所

属非常勤講師に対する不利益取扱いであるか否か。

三 争点に関する原告の主張

1 争点 1について

(一) 職員団体と労働組合との基本的性格の同一性

労組法三条の「労働者」は、憲法二八条の「勤労者」と合致するものであ

り、地公法上の一般行政職員や教育職員といった非現業職員も実体的には労

組法三条の「労働者」に該当するものであり、それらの公務員が多数を占め

る混合組合も、労組法二条にいう「労働者が主体となって」組織する団体に

ほかならず、実質的には労働組合と何ら異ならない。ただ、構成員たる非現

業職員に関しては、その地位や職務の特殊性ゆえに労組法上の労働組合と異

なった法規制の下に置かれているにすぎない。

(二) 組合選択の自由と混合組合の団体交渉権

また、結社の自由及び団結権の保護に関する条約八七号(以下「ILO 八七
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号条約」という。)の批准を受けて、昭和四〇年、地公法及び地公労法を含

む関係国内法令が、同条約及び憲法二八条に適合させるために改正され、企

業職員や特別職の臨時・非常勤職員が地公法上の職員団体に加入することも

容認されるようになり、特に単労職員についてはその旨が明文で定められた

のであるから、適用法規を異にする各種の組合員を擁する混合組合が出現す

ることは、現行法が予定するところである。そして、労働者や職員が労働組

合や職員団体を結成・加入するのは、実質的労使対等を実現するための団結

力を武器にして、使用者(当局)と団体交渉などを行い、労働条件の維持・改

善をはじめ生活利益の擁護を図るためなのであるから、そのことが現実に可

能でなければ組合選択の自由等を真実保障したことにはならない。これを、

労働組合ないし職員団体の側から見れば、いかなる組合員であれ、組合員で

ある以上そのものを代表し、活動することができるのでなければ組合選択の

自由等は有名無実化し、結局実質的に制約されてしまうことになる。また、

混合組合に、組合員の属性に応じた多重の性格を認めたとしても、職員団体

も労働組合もその基本的性格においては全く同一なのであるから、かく解す

ることに何ら矛盾はないし、実際上も、混合組合がいずれの組合員を代表し

て活動しているのかの判断は可能であり、混乱や支障を恐れる必要はない。

(三) 混合組合の不当労働行為救済申立人適格

憲法二八条が規定する団結権(広義)の第一次的権利主体は労働者個人であ

り、労組法上の不当労働行為制度も、労働組合のみならず労働者個人の団結

権をも保護の対象としているのである。また、労働者は組合選択の自由を保

障されているのであるから、加入する組合の態様によって、団結権保障上重

要な意義を有する不当労働行為制度による保護を奪われることがあってはな

らない。地公法上、労組法の適用を排除されているのは職員団体ではなく、

あくまでも個々の職員なのである。

なお、公立学校に勤務する労組法適用労働者は少数にとどまるうえ、分散

して就業しているため、労組法適用労働者が自ら「主体となって」独自に労

働組合を結成するのは困難であり、結成できたとしても小規模で弱小な組合

とならざるを得ない。かかる選択をしなければ救済を与えないというのでは、

団結権を保護し公正な労働関係を形成しようとする不当労働行為制度の趣

旨、目的に背馳する。

(四) 被告の主張の問題点

(1) 被告は、一つの労働者団体に、構成員に応じて法を区々に適用すること

は、現行法体系の混乱を招く旨主張するが、一つの交渉のなかで、地公法

上の交渉と労組法上の団体交渉という性格の異なる二つの交渉を行うとい

う事態は、それぞれ別個の機会に交渉を開催するようにすれば解決する問

題である。

(2) 労組法上の労働組合に少数の非現業職員が加入している場合、被告の見

解によれば、労組法適用組合員については、当該労働組合は、地公法上の

交渉も、労組法上の団体交渉も求めることもできなくなる結果、労組法適
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用組合員の「組合選択の自由」は有名無実化することになる。

逆に、職員団体に少数の民間労働者が加入している場合、被告の見解に

よれば、当該民間労働者に関する問題につき、当該職員団体は使用者に対

する団体交渉を求めることも、労働協約を締結することもできなくなる。

(3) 被告は労組法七条四号と同条二号及び三号を峻別するが、妥当ではない。

たとえば団体交渉拒否については、少なくとも団体交渉事項が労働条件に

関するものである限り、そこで問題となるのは団体交渉が拒否されること

により組合員個人の労働条件の維持改善等が果たせなくなることにあるの

は明らかである。また、支配介入の不当労働行為についてみても、組合員

個々人に対する脱退工作等の切り崩し工作が行われた場合、まさに当該組

合員の団結権が侵害されているのである。他方、不利益取扱いの不当労働

行為は、組合員個人の利益が侵害されるばかりでなく、そのことによって

組合全体の団結活動に影響があるからこそ、労組法はこれを禁止している

のである。

(五) 結論

以上のとおり、本件命令は、憲法二八条及び関係法令の解釈適用を誤った

違法があり、取り消されるべきである。

2 争点 2について

(一) 補助参加人は、原告が平成四年及び平成五年に救済申立てをしたことを嫌

悪し、その報復として臨時的教務事務報酬等を廃止したものである。

(二) 本件命令は、不当労働行為の成否を判断するにあたって「臨時的教務事務

報酬等が廃止されたとしても報酬額の単価引上げがなされており、一部の者

を除いてはむしろ報酬総額が増加している。」と認定して、判断しているが、

臨時的教務事務報酬等は正職員における一時金に見合うものであり、正職員

との差別の是正という重大な意味合いを持つのであるから、結果として報酬

額が引き上げられる場合があったとしても、そのことだけを理由として非常

勤講師等に対する不利益取扱いではないということはできない。

(三) 本件命令は、不当労働行為の成否の検討にあたって、原告が府教委の提案

に対して反対意見を述べることはしなかったことを判断要素として重視して

いるが、そもそもかかる事実はない。さらに、補助参加人及び被告は、原告

が臨時的教務事務報酬の廃止に反対していることは十分に認識していたので

あって、被告は重要な事実について誤認している。

四 争点に関する被告の主張

1 争点 1について

(一) 現行法体系においては、同じ地方公共団体に勤務する勤労者であっても、

非現業職員には、地公法が適用され、労組法の適用がない企業職員及び単労

職員は地公労法の適用を受け、非常勤講師等は地公法の適用はなく労組法の

適用を受けるというように、勤労者の種類によって適用される法規が区分さ

れている。

そして、地公法と労組法の規定の仕方は著しく異なっていることからする
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と、地方公共団体に勤務する公務員も憲法でいう勤労者ではあるが、現行法

体系は、これを地公法が適用される職員と労組法が適用される労働者に大別

し、その法的位置づけを峻別することとしている。

(二) ILO 八七号条約は、労働者の組合選択の自由を謳っているが、その労働団

体の組織形態の如何にかかわらず、すべての労働団体に同一の権利、利益を

享受させることまで求めているといえるかは明らかではない。

右条約の批准を受けた昭和四〇年の国内法整備により地公労法では同法適

用職員でなければ組合員又は役員になれない旨の規定が廃止され、特に単労

職員については、地方公営企業法三九条を準用する地公労法附則四項(現地

公労法附則五項)により、労働組合、職員団体のいずれにも加入できるよう

になり、単労職員の加入した職員団体も登録職員団体となることができた。

ただし、単労職員以外の労組法適用労働者の職員団体加入につき定めた明文

の規定はない。

さらに、昭和四〇年法改正の後においても、なお現行法体系においては、

混合組合に関する定めはなく、依然として職員団体と労働組合とは区別され

ており、それぞれ法的根拠を異にし、その法的性格が異なることに変わりは

ない。

(三) 現行法体系における混合組合に係る解釈

(1) 職員団体と労働組合とでは、構成員の争議行為等の禁止、団体交渉権、

団体協約の締結権などの権能について重大な差異が設けられている。

したがって、ある一つの団体が職員団体であるか労働組合であるかは、

その労働関係を規律する上で極めて重要であり、これが明確にならなけれ

ば、法の適用に混乱を来すおそれがある。

混合組合について、問題となっている事項の構成員に適用される法律に

従って、労組法あるいは地公法を適用すれば足りるとして、混合組合に二

面的性格を認めることとする見解もあるが、現行法体系は、職員団体と労

働組合を峻別し、それぞれの団体の性格に適した法をもってその労働関係

を規律しているのであるから、その団体の性格を無視して構成員に応じて

法を区々に適用することは、現行法体系の混乱を招くものであり、現行法

体系は、かかる二面的性格を有する一つの労働団体の存在を想定していな

いと解される。また、一つの団体に法を区々に適用していこうとすると、

一つの団体交渉において、非現業職員の問題と労組法適用構成員の問題を

交渉事項としようとした場合、非現業職員の問題に関しては交渉で、労組

法適用構成員の問題については団体交渉であるということになるが、現実

にはかかる区別はできない。さらに、職員団体の交渉には、労組法上の団

体交渉にはない手続が予定されているのであり、一つの交渉でこうした区

別をすることは無理があり、現実の労働関係に紛議を生ぜしめる可能性が

ある。

したがって、現実に存在する混合組合の法的性格は、その構成実体に即

して、労組法が適用される非常勤職員や民間労働者等が主体となっている
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場合には労働組合、非現業職員が主体となっている場合には、職員団体で

あると解さざるを得ない。

(2) もっとも、現行法上、非常勤職員や民間労働者等の労組法適用労働者が

非現業職員を主体として結成された職員団体に加入するという選択肢も排

除されておらず、労働者の自由な選択に委ねられていると考えられるとこ

ろであるが、かかる選択をした労働者の当該団体に係る行為に対してなさ

れた不利益取扱いに関して、非現業職員については、地公法上の不利益処

分として人事委員会又は公平委員会への不服申立制度が設けられているの

に対し、労組法適用労働者に何らの救済制度もないとすることは、救済面

であまりにも大きな落差を生じさせ、ひいては労働者の団結権の保護に欠

ける結果となる。

したがって、職員団体たる混合組合に加入した労組法適用構成員につい

ては、当該構成員の当該混合組合に係る行為を労組法上の労働組合に係る

行為とみなして、当該構成員に労組法七条一号の不利益取扱いに関する不

当労働行為救済申立人適格を認めるのが相当である。さらに、これら労働

者の救済に当たって個人のみに申立人適格があるとすると、当該労働者は

使用者と対抗するに当たって個人としての活動のみに限定され、労働者集

団としての対応ができないこととなり、そのため当該労働者と使用者との

関係で大きな格差が生じ、実効的な救済ができなくなるおそれがある。そ

こで、労組法適用構成員個人に対する不利益取扱いに係る労組法七条一号

及び個人に対する不利益取扱いを救済するという点において同趣旨である

同条四号に該当する不当労働行為の救済に限ってその加入している団体に

も申立人適格を認めるとするのが現行法体系を逸脱しない範囲で合目的的

な取扱いとして相当である。

(四) 原告の主張に対する反論

(1) 原告は、被告の主張によれば、職員団体に少数の民間労働者が加入して

いる場合、当該民間労働者に関する問題につき、当該職員団体は使用者に

対する団体交渉を求めることも、労働協約を締結することもできなくなる

旨主張するが、これは混合組合の存在を想定していない現行法体系のもと

ではやむを得ないというべきである。

(2) 団体交渉拒否や支配介入に関する労組法七条二号及び三号の規定は、労

働者個々人の利益を保護したものではなく、労働組合の活動を守ることに

よって労働者個々人の利益を間接的に保護しようとするものであって、直

接的には労働組合の団体活動そのものを保護する規定と解すべきである。

(五) 結論

以上の次第であるから、労組法適用労働者等が職員団体に加入しても、非

現業職員がその職員団体の主体である限り、現行法体系上、その混合組合は

職員団体であると解さざるを得ず、原則として、当該混合組合は不当労働行

為救済申立制度の申立人適格を有しないが、労組法適用構成員個人の不利益

取扱いに係る労組法七条一号及び四号の救済に限って、当該混合組合は申立
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人適格を有すると解すべきである。

2 争点 2について

(一) 臨時的教務事務報酬等の廃止が原告所属の非常勤講師等への不利益取扱い

といえないことは本件命令書に記載したとおりである。

(二) 被告は、臨時的教務事務報酬等が廃止されても報酬額の単価引上げがなさ

れており、一部の者を除いてはむしろ報酬総額が増加していることのみを理

由に、臨時的教務事務報酬等の廃止が原告所属の非常勤講師等への不利益取

扱いではないと判断したものではない。

なお、原告は臨時的教務事務報酬等について正職員との差別の是正の意味

合いを持つと主張するが、本件命令は臨時的教務事務報酬等の廃止について

原告所属組合員であるが故に不利益取扱いを受けたかどうかを判断したもの

である。

(三) その他、原告が指摘する事実については、被告の事実誤認はなく、原告の

申立てのうち、非常勤講師、非常勤職員等に対する平成七年夏の臨時的教務

事務報酬及び時間外勤務報酬の支給を求める部分を棄却した本件命令は正当

であり、何ら違法とすべき理由はない。

第三 当裁判所の判断

一 争点 1について

1 労組法上の不当労働行為救済の申立人適格を有する労働団体は、労組法上の労

働組合に限られる(労組法五条一項)。ここに労組法上の労働組合とは、労働者が

主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを

主たる目的として組織する団体をいう(同法二条)。

本件の原告は、地方公共団体の非現業職員のみならず、単労職員、非常勤職員

などが加入して結成されたいわゆる「混合組合」である。本件審問終結時である

平成一〇年八月当時、原告の組合員数は約二八〇名であり、うち二一〇名が非現

業職員であった。また役員一六名のうち、組合専従者一名を除く全員が非現業職

員であった(弁論の全趣旨)。このように、原告は、質量ともに非現業職員が主体

である労働団体である。

地方公共団体の非現業職員は、地方公共団体の住民全体の奉仕者であるという

その地位や職務の特殊性から、その労働関係については地公法の適用を受け、労

組法の適用が除外されている(地公法四条、五八条一項)。そして一般職員が、給

与等の勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体としては、地公

法上、「職員団体」を結成することが予定されている(同法五二条一、二項)。こ

の職員団体は、当局に交渉に応じさせるためには「登録」が必要であり、交渉自

体にも、予備交渉が必要とされるなどかなりの制約があるうえ、締結できるのも

労働協約ではなく、書面による協定である(地公法五五条)。他方、労組法上の労

働組合には、このような制限はない。

このように、現行法上、職員団体と労働組合とは、その法的根拠を異にし、そ

の機能も厳に峻別されていることに鑑みれば、質量ともに非現業職員が主体であ

る原告については、その労働団体としての法的性格は地公法上の職員団体として
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扱われるべきであって、さらに労組法上の労働組合としての法的性格までをも有

すると解すべきではない。けだし、労働団体の性格毎にこれを規律する法を区別

するという現行法上の大系からすれば、一個の労働団体が、同時に多重の性格を

有することは現行法体系の予定するところではないといわざるをえないからであ

る。

以上より、原告は、労組法上の労働組合ではなく、原則として、不当労働行為

救済の申立人適格を有しないと解すべきである。

2 ILO 八七号条約の批准とそれに伴う昭和四〇年の国内法整備により、地公労法

では同法適用職員でなければ組合員又は役員になれない旨の規定が廃止され、と

りわけ単労職員については、地公労法附則四項(地方公営企業法三九条を準用す

る現地公労法附則五項)により、職員団体への加入も可能となり、単労職員の加

入した職員団体も登録職員団体となることができるとされた。また、地公法は、

登録職員団体となる場合を除き、職員団体の構成員を非現業職員に限定する明文

規定を置いておらず、これらの規定によると、現行法上、非常勤講師等の労組法

適用労働者が非現業職員を主体として結成された職員団体に加入することも、労

働者の自由な選択に委ねられていると考えられる。

そして、職員団体である混合組合に加入した者に対する不利益取扱いに関して、

非現業職員については、地公法上の不利益処分として人事委員会又は公平委員会

への不服申立制度が設けられているが、労組法適用労働者については、混合組合

に加入したことをもって、それが労働組合ではないことを理由に行政機関による

救済制度を閉ざすというのは、当該労働者の受ける不利益が大きく、団結権保障

の見地からも合理的ではない。

そこで、職員団体である混合組合に加入した労組法適用労働者については、当

該構成員の当該混合組合に係る行為を労組法上の労働組合に係る行為とみなし

て、当該構成員に労組法七条一号の不利益取扱いに関する不当労働行為救済申立

人適格を認めるのが相当である。また、個人に対する不利益取扱いである同条四

号においても、同様に解するのが相当である。

他方、同条二号及び三号の不当労働行為に関しては、非現業職員が主体となっ

ている職員団体に労組法適用労働者が加入したからといって、労働組合としての

実体を備えない限りは、あくまでも職員団体としての性格のみ有するのであるか

ら、団体としての活動そのものに対する不当労働行為である以上、救済申立人適

格を認めるべき必要はない。原告は、同条二号及び三号も労働者個人の団結権を

保障するものであり、同条一号及び四号の場合と区別するべきではない旨主張す

るが、右二号及び三号は労働組合による円滑な団体交渉関係の樹立と労働組合の

自主性(独立性)を保障する規定であり、直接的には労働組合の活動に関する規定

であるから、原告の主張は理由がない。

3 以上に対し、原告は、職員団体も労働組合もその基本的性格は同じであるから、

混合組合について多重の性格を認めても矛盾しない、労働基本権の制約を受けて

いるのは個々の非現業職員である、また労働者の組合選択の自由を実質的に制約

しないためにも、加入した組合によって不当労働行為救済制度による保護が奪わ
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れることがあってはならず、さらに現行法体系の混乱は、交渉をそれぞれ別個の

機会に開催すれば解決するという技術的な問題にすぎないと主張する。

しかしながら、非現業職員が、その地位と職務の特珠性から、現行法上労組法

の適用が除外されるに至っており、非現業職員と企業職員等とが、使用者(当局)

との関係で同じ法律関係にない以上、非現業職員が構成する職員団体と企業職員

等が構成する労働組合とがその基本的性格が同じであるとはたやすくはいうこと

ができない。また、現行法上、単労職員について、職員団体に加入することが認

められたからといって、そのことから一個の組合が、同時に、全く異なる権能を

有することまでをも現行法が想定していたとまではいえない。原告は、現行法体

系の混乱は、技術的な問題で解決しうるとするが、一個の労働団体が、同じ使用

者(当局)との交渉や労使の合意の締結という場面で、多重の法的性格を同時に有

するとすることにより発生しうるであろう混乱は、単に交渉の機会を別個にすれ

ば解決するに足りるというものでないと思料される。

さらに、憲法二八条によって保障される団結権を具体的にいかなる制度によっ

て救済するかは立法政策の問題であって、常に不当労働行為救済制度によらなけ

ればならないという必然性はなく、不当労働行為救済申立てができなくとも、民

事上の不法行為となる場合は損害賠償請求は可能であるし、現行法上労働者が、

自己の望むべき救済方法を選択しうる労働団体に加入し、あるいは結成すること

は自由である。

原告が、その主張の根拠とする ILO 八七号条約も、労働者の組織選択の自由

並びに労働組合の内部運営・代表者選出の自由などの団結権の基本的側面に対す

る公的干渉の排除を実現しようとするものであるが、同条約が具体的に労働者の

団結権保障のために批准国においてなすべき具体的措置については、各国に委ね

られているとみざるを得ず、同条約を根拠に、同条約の批准を受けてなされた昭

和四〇年の各法令の改正にあたって規定されなかった混合組合について、職員団

体と労働組合の二つの性質を有することを認めることはできないというべきであ

る。

4 以上により、原告の求める救済内容のうち労組法七条二号又は三号に関する前

提事実 4(四)の(1)ないし(5)については、原告の救済申立人適格を認めることは

できず、本件命令第 1項には違法な点はない。なお、平成五年(不)第一三号事件

の申立てのうち、平成四年冬の非常勤講師等の賃上額について団交による合意を

経ずに賃上額を決定し、臨時的教務事務報酬等の支給命令を行い、契約外労働を

命じたことに係る申立てについては、交捗による決定を求める趣旨であると認め

られるから、労組法七条二号及び三号に係る請求であると認めるのが相当である。

二 争点 2について

l 補助参加人においては、非常勤講師等が時間外労働等を指示されたことは殆ど

なかったにもかかわらず、非常勤講師等に対し、昭和四八年一二月以降、毎年六

月と一二月に臨時的教務事務報酬等として一律一定額の金員の支給がされてきた

ことは当事者間に争いがないところ、これが地方自治法二〇三条、二〇四条の二

との関係で是正を要するものであったことは否めないところである。
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そして、証拠及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。

(一) 府教委では従前より本来非常勤講師等に対して支給することができない一

時金を支給しているとの誤解を招くおそれがあるとして、臨時的教務事務等

の解消を検討していたが、平成四年(不)第二六号及び同五年(不)第一三号併

合事件の審理の中で、原告側の証人が臨時的教務事務等を命じている実態は

ないと証言したこともあり、平成六年三月二五日、同年四月二二日及び同年

六月九日の右事件の和解の際、府教委は、知事部局などとも協議検討した結

果として、臨時的教務事務及び時間外勤務を解消し、非常勤講師等の報酬額

を改善することを提案した。

原告は、府教委の案に対して加筆修正したが、その内容は交渉の内容が労

組法上の団体交渉であることや、額にはこだわらないが(原告は、「金五円

でもよい」としていた。)不当労働行為と認めて解決金を支払うことなどを

求めるものであり、臨時的教務事務等の解消自体については、反対すること

なくこれを受け入れるものであった。しかし、右和解は、府教委側が交渉の

性格や解決金の支払については譲歩できないとしたことから、成立しなかっ

た。

(二) 平成六年六月一〇日及び同月一五日に行われた原告及び阪学労と府教委と

の統一交渉において、府教委は、原告らが一貫して要求していた非常勤講師

に対する夏季一時金制度の導入について、非常勤講師等に対して期末・勤勉

手当を支給することは、地方自治法の規定から困難である旨を説明し、これ

を拒否する回答をした。これに加えて非常勤講師等の待遇改善のため、平成

七年度から非常勤講師等の報酬単価の改善と毎年夏、冬に命じていた臨時的

教務事務と時間外勤務の解消に努力したい旨、回答した。

これに対し、原告は、現行制度の中でも改善は可能であるとして府教委の

提案に反対した。

(三) 平成六年一一月一七日及び同月二二日の原告及び阪学労と府教委との統一

交渉において、右(二)と同様のやり取りがなされた。原告は、報酬単価等の

具体的な案を示さない限り交渉はできないと主張し、府教委は具体的な額の

提示はできないが、報酬額の増加に努力している旨説明したが、原告は反対

した。

(四) 平成七年二月九日、府教委は、原告に対し、平成七年度当初予算案につい

ての説明を行い、その中で、非常勤講師等に対する臨時的教務事務と時間外

勤務については新年度から解消するが、これに要していた財源を非常勤講師

等の報酬増額のために確保し、非常勤講師等の報酬改定の上昇率(五・三八

パーセント)が正規職員の上昇率(一・一七パーセント)を大幅に上回ってい

るのは、原告等の要求を受けて府教委が最大限に努力した結果である、臨時

的教務事務と時間外勤務を解消しても年収が減額にはならないよう極力努力

した旨を具体的な金額を提示して説明した。

右当初予算案は、同年三月大阪府議会において可決成立し、同年六月、府

教委は各府立学校と各教育事務所長に対し、六月と一二月の臨時的教務事務
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と時間外勤務については命令しないものとする旨通知した。

(五) 同年六月一三日及び同月一六日、夏季一時金及び関連事項を交渉議題とす

る原告及び阪学労と府教委との統一交渉が行われた。府教委は、非常勤講師

の報酬額改定に要する財源は九、二〇〇万円であり、臨時的教務事務報酬等

の支払に要していた財源である二、五〇〇万円の三倍以上であることなどを

説明したが、原告は一部の非常勤講師に不利益が生じるため、臨時的教務事

務報酬等の廃止は受け入れられない旨を主張し、非常勤講師に対する一時金

の支給を要求した。なお、原告はこの不利益が生じるという非常勤講師が原

告の組合員であるとは主張していない。

(六) 同年九月二一日、原告は府知事及び教育長宛てに、団体交渉申入書を提出

し、非常勤講師等の夏季一時金の支給及び報酬単価の引上げを議題とする団

体交渉を求めたが、前提事実 4(三)に記載した経緯により、団体交渉は実施

されず、原告は府教委が非常勤講師等への臨時的教務事務報酬等を不支給と

したのは、平成四年(不)第二六号事件及び同五年(不)第一三号事件の申立て

を嫌悪した報復的不利益取扱いであることなどを理由として、被告に対して

不当労働行為救済申立てを行った。

2 以上によれば、臨時的教務事務報酬等の廃止については、その運用に問題があ

り、是正を要するものであったうえ、原告の構成員のみを対象としたものではな

い。そして、非常勤講師等に対しては、補助参加人により報酬額の単価引上げが

なされており、一部の者を除いてはむしろ報酬総額は増加しているところ、報酬

が減額される者が原告の組合員であるといった事実もない。

そうであれば、臨時的教務事務報酬等の廃止は原告所属の非常勤講師に対する

不利益取扱いとはいえない。

よって、本件命令第 2項にも何ら違法な点はない。

第四 結論

以上の次第であるから、本件命令には原告主張のような違法はなく、その取消しを

求める本訴請求は理由がない。

よって、主文のとおり判決する。

大阪地方裁判所第五民事部
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